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1．医療関連サービスの委託率の推移  

40  60  80  

※寝具類洗濯・賃貸  

医療廃棄物処理  
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※在宅酸素供給装置保守点  
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院内情報］ンピューク・システム  

※滅菌・消毒  

医業経営コンサルティンク  

院内物品管理  

在宅医療サポート  

医療情報サービス  

※患者搬送  

資料：（財）医療関連サービス振興会  
「平成18年度医療関連サービス実態調査報告書」  
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2．衛生検査所の推移   

（1）経営主体別  

区分  公立  匿鮮会  ；，：－≡  薫★l拝金  他の社団． 法人  財団法人  匿■法人  株式会社  書Il会社  儀l人  その他の 法人  その他  合 計   

18．1．1  14   61   9   23   70   3   608  83   24   7   0   903   

19．1．1  15   82   9   21   7l   3   625  82   28   9   0   926   

20．1．1  14   ＄1   9   21   71   4   623  78   28   8   0   918   

21．1．1  14  （1）82   10  （り 20   70   4  苧・…  （a）74  （l）28   7   0  j：；；894   

22．1．1  13  （り 62   8  （り 21   68   4  三諾；6－7  （2）6¢  （l）20   7   0  ：ヲ：ミ887  

比■（％）  1．5  7．0  0．1  0．9  2．4   7．7  0．5   ¢9．8  7．4  2．3  0．8  0．0   100   

（注）1．（）内は、血清分離のみを行っている衛生検査所の再掲である。  

2．＜ ＞内は、和を使用している衛生検査所の再掲である。  

（2）従事者数別  

区分   5人以下  6－○人  10■－19人  20・一28人  30■－ヰ○人  50・－90人  100■－100人  200人以上  合 什   

18．1．1  243  165  240  84   72   54   25   20  903   

19．1．1  258  1丁4  238  88   75   50   30   15  926   

20．1．1   259  173  228  87   80   49   30   14  918   

21．1．1  248  165  231  80   79   52   24   15  894   

22．1．1  251  lヰ7  240  81   70   58   27   13  887  

28．3  16，6  27．1  9．1   7．9   6．5   3．0   1．5   
比攣り■）  100  

89．0  6．5   4．5   

（3）登録検査業務別  

区 分   書生鞠学的  血清攣的  血液亨朋  ■l】一筆的  書生虫孝明  生化筆朋  血膚分■のみ  円虔用    ♯  暮  故 暮  檎 暮  汝  暮  汝  暮  檎  暮   （再穐）   

18．1．1  373  583  567  248  363   833  ¢4   23   

19．1．1   381  585  569  254  364   ¢35  88   23   

20．1．1  374  586  574  250  360   ＄49  55   19   

21．1．1   364  575  556  245  355   ¢29  56   18   

22．1．1   361  569  543  241  348   ¢17  59   18  

比尊（≠）  ヰ0．7  64．2  61．2  27．2  39．2   69．6  6．7   1．8   

（4）登録検査業務数別  

区分  畳♯6  董♯5  畳♯4  曇I13  童織2  登録1   合I†   

18．1．1  115  127  71  284  64   242  903   

19．1．1  127  75  286  70   257  926   

20．1．1  106  128  75  294  75   240  918   

21．1．1  102  128  76  282  73  （56）233  894   

22．1．1  101  125  80  269  68  （59）244  887  

比事（Il）  11．ヰ  14．1  9．0  30．3  7．7  （6．丁）27．5  100   

（注）（）内は、血清分■のみを行っている衛生検査所の再掲である。  
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3．都道府県別衛生検査所数の推移  

昭和  昭和  昭和  昭和  昭和  昭和  昭和  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成  平成   

56年  58年  59年  60年  61年  62年  63年  元年  2年  3年  4年  5年  6年  7年  8年  9年  10年  ‖年  12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  22年   

32  40  37  38  48  50  49  51  51  53  57  5了  59  59  60  

8  

6    了    9  10  10  10  10  10  10  10  10      12    12      12  12  12  
14    16  16        16  16    16    18  19  

丁   

10    9        5    5  5          6  6  7        5  

14   

8  12  13  12  13  12  13  14  川  15  15  15  15  16  16  18  18  17  16  16  17  16  15  17    17  16  15  

13  12    13  12  12  12  13  12  †2  10  10  10  10    12    12    12  13  14  14  14  14  】3  12  13   

6        6  7  7  6  6  6  6  8  7  8  9  10  10  9  9  10  12    川  16      16  16   
20  21  21  23  25  26  25  27  25  24  23  22  2l  2l  20  22  22  24  25  26  30  30  30  28  27  26  26  26  26   

12  16    16  18      川  t5  15  川  14  16  15  16  1丁    19  21  22  22  21  20  22  23  23  20  20  21   

69  丁6  77  84  88  89  88  82  89  87  89  88  90  87  89  82  80  79  75  74  70  69  69  72  丁2  78  78  72  68   

24  24  24  28  29  29  3l  31  30  30  32  33  36  36  38  3丁  36  40  41  40  41  40  38  42  39  40  40  38  38   

柑  23  22  23  22  22    24  25  25  28  27  29  30  29  29  31  31  30  30  30  30  30  30  30  27  2丁  

8  10  10  8  9  8  8  8  8  8    7  8  10    9  8  8  7  8  8  8  8  

13   

6  

ヰ  

19   

13  14  13  13    15  川  15  14  14  13  13  13  13  13  14  川  14  14  14  14  13  13  14    13  12  12   

20  

43  

8  

2   

21  21  

44  

26  

6  

8  

6  6  7  8  

4  

9  

22  

‖   

9  

8  

13  

5  

42   

6  

13   15   

10  20  

8  

13   

19  

3   

667  了69  785  813  841  808  814  816  828  83了  857  852  878  888  909  900  916  914  912  907  906  896  893  901  903  926  918  894  887   

100  l柑  l18  122  126  12l  122  122  124  126  129  128  132  133  136  135  137  137  四  136  136  134  134  135  135  139  138  134  133   

※ 昭和55年は11月1日現在、昭和56年は10月1日現在、昭和58年～平成10年は2月1日現在、平成11年以降は1月1日現在である。  

なお、昭和57年については不明である。  

登録が義務づけられた昭和56年を指数100とした。  
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「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」の実施状況について（概要）  
平成21年7月28日  

O「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」（平成19年10月15日策定）に掲げる主な項目の実施状況（平成21年3月未現在）は、   
以下の通り。  

○ 後発医薬品メーカーが取り組むぺき項目については、日本ジェネリツク製薬協会の協力を得て、同協会の会員会社における実施状況を   

取りまとめたものである。（調査対象会社：44社、調査対象期間：平成20年4月1日～平成21年3月31日）  

○緊急配送が必要だった件数  348件  

納品までの時間短縮   
卸業者に在庫がない場合、卸業者への  
即日配送75％（平成20年度末）  

うち即日配送できた件数  289件（83％）  

（※平成20年10月～平成21年3月の累計）  

在庫の確保   
○調査対象日本ジェネリツク製薬協会加盟44社  

品切れ品目ゼロ（平成21年度末）  
うち品切れ品目あり  14社34件  

品質再評価指定品目について、品質再評価時標準製剤の  ○品質再評価適用品目数  1．967品目  

品質再評価時の溶出性の  溶出プロファイルと同等であることを定期的に確認するととも  うち溶出プロファイル確認済品目数1，622品目（82％）  

確保   に、医療関係者等の求めに応じて、速やかに試験結果を情  

報提供できる体制を確保   うち溶出プロファイル確認中品目数 345品目（18％）  

インタビューフォーム、配合変化試験データについて、自社   
○以下の件数について、資料請求に対する情報提供体制を確保  

医療関係者への情報提供  ホームページヘの掲載を含め、資料請求に対する迅速な対  ・インタビューフォーム 100％（4．660件／4，660件）  

応を確保（平成20年度末）   
・配合変化試験データ 99％（780件／789件）  

医療用医薬品のハ●－コート●表示  表示期限（平成20年9月）前に完全実施   ○全社平成20年9月末までに完全実施済み  
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5．後発医薬品（ジェネリツク医薬品）の使用促進のための取組  
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37百万円（44百万円）  
先発医薬品と後発医薬品の南等性を確保するため、一斉監視指導 において立入検査によるGMPバリデーションの指導   

及び許可製品¢一斉収去キ品質検査により品質を確認し、その結果を公表するとともに、メーカーの自己責任体制の確立を  
促し、←厚の品質確保を歯る。  

卿  13百万円（0円；新規）  
厚生労働省が行う後発医薬品の使用促進のための施策の効果を検証するため、保険医療機関及び保険薬局における後発   

医薬品の処方←調剤に蘭する状況や、医師、薬剤師及び患者の後発医薬品に対する意識等の諷査を行う。  

（保鞍局）  4百方円（6百方F耶  
欧米詩国における後発医薬品の使用状況について調査を行う。  

83百万円（608百万円）  
後発摩薬品の使用に関する患者から医師、薬剤師への意思表示がしやすくなるように、「後発医薬品希望カード」の配布等の  

取組が実施されるよう施策を講じる。（22‘は後期高齢者分のみ（全国保険協会分は21，限りH   



6．医療用医薬品の流通改善について（緊急提言）  

H19．9．281蚤療用医薬品の流通改善に関する懇談会  

※流通改善に当たって取引当事者が留意すべき事項（概要）  
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※流通改善に当たって取引当事者が持つべき基本認識（抜粋）  



7．平成21年度 価格妥結状況調査結果概要（12月取引分）  

○調査客体及び回収状況  

卸連加盟会社62社を対象に62社から回答（回収率100％）  

○調査概要  

①調査内容  

ア．全ての医療機関、薬局を対象に実施  

イ．21年12月1ケ月間の取引高における妥結状況を薬価ベースで調査  

価格が妥結したものの販売額（品目別販売本数×薬価）  

妥結率＝  

販売総額（品目別販売本数×薬価）  

②調査結果   

ア．医療機関・薬局区分別妥結状況  

区 分   妥結率   

病  院（総計）   67．2％  

200床 以上   61．4％  

そ の 他   87．3％  

療   所   97．9％   

（医療機関 計）   （78．7％）   

チェーン薬局（20店舗以上）   74．5％   

そ の 他 の 薬 局   93．5％   

（保険薬局 計）   （89．6％）   

総  計   84．2％  

※その他の薬局には20店舗未満のチェーン薬局を含む。   

イ．医療機関設置主体別／取引卸別価格妥結状況：別添参照  
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（別糸氏）  

医療機関設置主体別価格妥結状況  

（対■：200床以上の医よ機関）  （単位：％）  

※仰の報告に基づいて作成したものであり、医療機関側では妥結済と整理しているケースも含まれている。  

※各椚査月に納入した医■用医薬品の総額と、そのうち価格が妥結している取引分との比串。  

※薬価基準ベースの金額に換暮。  
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・ 革新的な新薬の創出や適応外薬の開発等を目的に、  
後発品のない新薬で値引率の小さいものに一定率まで  

の加算を行うもの。   
※これにより、実質的に薬価を維持   
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当該加算の対象となった新薬の薬価  
先発一→  

A円   ■  
■  
■  
1■■暮■■■暮t■■暮■■■■  

■  
■  
■  
■■暮■■■暮■■■■■■■■■■  

当該加算分  

■  
■  
■  
■  

当該加算の対象とならなかった場合  

の新薬の薬価  

（現行制度における新薬の薬価）  
＝＝＝＝＝▼■   

鞄
 
 

当該先発晶の  

市場実勢価格による引下げ分  
－
全
麗
「
1
 
 

特例引き下げ分  

新薬虎凛価収載   

2  
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